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１　令和６（２０２４）年度補正予算概要

一般会計

［歳　入］

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額

(国)民生費負担金 12,358 令和５年度精算不足額交付分 12,358

　障害者補装具給付費負担金 4,952

　生活保護費負担金 3,518

　低所得者介護保険料軽減負担金 3,888

(国)衛生費補助金 1 令和５年度精算不足額交付分 1

　保健所費補助金 1

(道)民生費負担金 73 令和５年度精算不足額交付分 73

　低所得者介護保険料軽減負担金 73

［歳　出］

　 民生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　明 特定財源

社 会 福 祉総 務費 174,110 介護人材等地域定着対策

                  事業費増    2,636

　介護職員等資格取得支援

                    事業費   2,592

  その他諸経費増　　      　    44

総合福祉センター関係経費増　  9,018

　非常用発電機賃借料　　　 　9,018

補助金等返還金増　　　　　  162,456

障 害 者 福 祉 費 7,573 障害者相談支援事業等に係る (国)次世代育

            消費税等補償金　    231 　成支援対策

補助金増　　　　　　　　　　  7,342 　施設整備費

　障害者福祉施設整備費 　補助金

                    補助金　 7,342 4,895

(地方債)障害

　者福祉施設

　整備費補助

　事業債

2,400

説　　　明
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（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　明 特定財源

介 護 保 険事 業費 18,442 介護従事者確保対策事業費減  △2,474 (道)緊急時介

　介護職員資格取得支援 　護人材確保

　　　　　　　　事業費皆減 △2,474 　・職場環境

介護サービス事業所等 　復旧等支援

　　サービス継続支援事業費   20,916 　事業費補助

　金

20,916

　 衛生費

（単位：千円）

科　　　目 補　正　額 説　　明 特定財源

保 健 衛 生総 務費 201,658 補助金等返還金　　　　　  　201,658

感 染 症 等予 防費 425,024 定期予防接種費増　　　　  　425,024 (国)保健所費

　Ｂ類疾病増　　　　　　   425,024 　補助金

422,985
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[債務負担行為]

（追　加） （単位：千円）

事　　項 期　間 限　度　額

総 合 福 祉 セ ン タ ー

非 常 用 発 電 機 賃 借 料
令 和 ７ （ 2025 ） 年 度 3,006
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２ 函館市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならび 

  に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支 

  援の方法に関する基準等を定める条例等の一部を改正する 

  条例の骨子 

 

 （１） 改正理由 

     介護保険法施行規則の一部改正に伴い規定を整備するため 

 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 

 （３） 施行期日 

     公布の日 
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函館市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

新旧対照表【第１条関係】 

  

現   行 改 正 案 

  

（指定介護予防支援の業務の委託） （指定介護予防支援の業務の委託） 

第15条 地域包括支援センターの設置者である指

定介護予防支援事業者は，法第115条の23第３項

の規定により指定介護予防支援の一部を委託す

る場合には，次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。 

第15条 （略） 

(1) 委託に当たっては，中立性および公正性の

確保を図るため地域包括支援センター運営協

議会（介護保険法施行規則第140条の66第１号

ロ（２）に規定する地域包括支援センター運

営協議会をいう。）の議を経なければならな

いこと。 

(1) 委託に当たっては，中立性および公正性の

確保を図るため地域包括支援センター運営協

議会（介護保険法施行規則第140条の66第１号

イに規定する地域包括支援センター運営協議

会をいう。）の議を経なければならないこと。 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

  

 

 

函館市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に必要な基準を定める条例 

新旧対照表【第１条関係】 

  

現   行 改 正 案 

  

（基本方針） （基本方針） 

第３条 地域包括支援センターは，次条第１項各

号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実

施することにより，各被保険者の心身の状況，

その置かれている環境等に応じて，介護給付等

対象サービスその他の保健医療サービスまたは

福祉サービス，権利擁護のための必要な援助等

を利用できるように導き，各被保険者が可能な

限り，住み慣れた地域において自立した日常生

活を営むことができるようにしなければならな

い。 

第３条 （略） 

２ 地域包括支援センターは，地域包括支援セン

ター運営協議会（介護保険法施行規則（平成11

年厚生省令第36号。以下「省令」という。）第

140条の66第１号ロ（２）に規定する地域包括支

援センター運営協議会をいう。以下同じ。）の

意見を踏まえて，適切，公正かつ中立な運営を

確保するものとする。 

２ 地域包括支援センターは，地域包括支援セン

ター運営協議会（介護保険法施行規則（平成11

年厚生省令第36号。以下「省令」という。）第

140条の66第１号イに規定する地域包括支援セ

ンター運営協議会をいう。以下同じ。）の意見

を踏まえて，適切，公正かつ中立な運営を確保

するものとする。 
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函館市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例 

新旧対照表【第２条関係】 

  

現   行 改 正 案 

  

（指定地域密着型サービス事業者の指定に関す

る要件） 

（指定地域密着型サービス事業者の指定に関す

る要件） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 法第78条の２第４項第１号（法第78条の12に

おいて読み替えて準用する法第70条の２第４項

において準用する場合を含む。）の条例で定め

る者は，法人または病床を有する診療所を開設

している者（複合型サービス（介護保険法施行

規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規

則」という。）第17条の12に規定する看護小規

模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申

請を行う場合に限る。）とする。 

２ 法第78条の２第４項第１号（法第78条の12に

おいて読み替えて準用する法第70条の２第４項

において準用する場合を含む。）の条例で定め

る者は，法人または病床を有する診療所を開設

している者（複合型サービス（法第８条第23項

第１号に規定するものに限る。）に係る指定の

申請を行う場合に限る。）とする。 

  

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） （指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第６条 前条に規定する援助等を行うため，指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては，

次に掲げるサービスを提供するものとする。 

第６条 （略） 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士また

は法第８条第２項に規定する政令で定める者

（施行規則第22条の23第１項に規定する介護

職員初任者研修課程を修了した者に限る。）

をいう。以下この章において同じ。）が，定

期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活

上の世話（以下この章において「定期巡回サ

ービス」という。） 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士また

は法第８条第２項に規定する政令で定める者

（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第

36号。以下「施行規則」という。）第22条の

23第１項に規定する介護職員初任者研修課程

を修了した者に限る。）をいう。以下この章

において同じ。）が，定期的に利用者の居宅

を巡回して行う日常生活上の世話（以下この

章において「定期巡回サービス」という。） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

  

第191条 指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（施行規則第17条の10に規定する

看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この

章において「指定看護小規模多機能型居宅介護」

という。）の事業は，指定居宅サービス等基準

条例第64条に規定する訪問看護の基本方針およ

び第82条に規定する小規模多機能型居宅介護の

基本方針を踏まえて行うものでなければならな

い。 

第191条 指定地域密着型サービスに該当する複

合型サービス（法第８条第23項第１号に規定す

るものに限る。以下この章において「指定看護

小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は，

指定居宅サービス等基準条例第64条に規定する

訪問看護の基本方針および第82条に規定する小

規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行

うものでなければならない。 
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３ 専決処分の報告について（損害賠償の額について） 

 

 （１） 専決処分の内容 

     令和６年２月２７日函館市梁川町１９番１７号で発生した公用車物損

事故による損害賠償の額を令和６年４月２５日地方自治法第１８０条第

１項の規定により，次のとおり専決したので報告する。 

 

 （２） 損害賠償の額 

     ９９，２７５円 

 

 （３） 損害賠償の相手方 

     北斗市に在住する５０歳代の男性 

 

 （４） 専決処分の報告 

     地方自治法第１８０条第２項の規定により，第２回市議会定例会に専

決処分をした旨の報告をする。 
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